
○福岡市食育推進会議条例施行規則

平成18年３月30日 

規則第68号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、福岡市食育推進会議条例(平成18年福岡市条例第23号。以

下「条例」という。)第10条の規定に基づき、福岡市食育推進会議(以下「推進

会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(部会) 

第２条 条例第７条の規定に基づき、推進会議に食育推進計画検討部会を置き、

食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第１項の規定に基づく福岡市食育推

進計画の作成及び当該計画の推進に関する事項について調査し、及び審議す

る。

(部会の委員) 

第３条 前条に規定する食育推進計画検討部会(以下「部会」という。)は、推進

会議の委員及び部会における調査及び審議のため会長が必要と認める者若干

人をもって組織する。

２ 部会の委員(以下「部会委員」という。)は、推進会議の会長が推進会議に諮

って指名する。

(部会長及び副部会長) 

第４条 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを

定める。

２ 部会長は、部会の事務を掌理する。

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠

けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議) 

第５条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

２ 部会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めるこ
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とができる。

３ 部会の議事は、出席した部会委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、部会長の決するところによる。

４ 部会長は、部会の会議ごとに、当該会議における審議の結果を推進会議の

会長に報告するものとする。

(令和４規則23・一部改正) 

(庶務) 

第６条 部会の庶務は、保健医療局健康医療部地域保健課において処理する。

(平成20規則16・平成24規則72・平成25規則86・令和４規則23・令和

６規則48・一部改正) 

(委任) 

第７条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、

推進会議において定める。

附 則

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則(平成20年３月31日規則第16号) 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年３月29日規則第72号) 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成25年３月28日規則第86号) 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則(令和４年３月10日規則第23号) 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第５条第２項の改正

規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和６年３月28日規則第48号) 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。
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